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本事務所通信は事務所の顧客さま、名刺交

換をさせていただいた方、ＦＡＸ番号、メー

ルアドレスを教え頂いた会社さんへお送りし

ております。不要の方はお手数ですがメー

ル、ＦＡＸ、電話等でその旨をご連絡下さい

ますようお願い申し上げます。 

人事評価制度 

会社の長期的な成長を目指した人事評価制

の導入、運用を支援します。次の効果が見込

まれます。 

 会社理念、会社方針の浸透 

 優秀な人材に育成 

 優秀な人材の定着 
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人材活用の多様化 

人材活用は社員だけを対象とすることが多いの

ですが、人材不足が予想される中にあって、自社

以外の人材活用も重要です。 

今回は人材活用の多様化を考えてみます。 

 人材活用の形態・

人材活用の形態は雇用だけでなく、派遣、請負

や委任契約等があります。自社ですべての人材を

雇用するメリットは当然にありますが、専門性の

高い人材を雇用するためには、教育の費用や時間

を掛けなければなりません。経営環境が激しく変

化する状況下では、多様な形態の人材を活用する

ことが求められます。 

 雇用の特徴・

雇用の最大の特徴は、労働者が会社の指揮・命

令に従って仕事をすることです。これは雇用契約

が「当事者の一方が相手方に対して労働に従事す

ることを約し、相手方がこれに対してその報酬を

与えることを約する」契約だからです。「労働に

従事することを約し」とは、会社が契約した時間

内で、業務を行うために労働者を自由に使えるこ

とを意味します。業務を限定した契約でない限

り、法や公序良俗に反しない範囲で労働者は業務

を拒否したり選択したりすることは原則できませ

ん。代わりとして会社には労働法による規制が課

せられています。 

 派遣の特徴・

派遣も広義では雇用契約です。違うのは、派遣

元（雇用主）と業務上の指揮命令権を持つ会社が

異なることです。指揮命令権があると言っても、

例えば残業は派遣元の３６協定の範囲内でしか命

じることしかできませんし、有給休暇の時季変更

権を行使することもきません。採用試験等を通じ

ての人選をすることもできません。また優秀な人

材であっても派遣期間には制限があります。 

制限はありますが、専門性を有する人材を即戦

力として使用できるのが特徴です。 

 業務委託の特徴・

業務委託には、法律上は大きく分けて 

① 請負、 

② 委任・準委任 

の２種類があります。請負は完成品を納品する契

約、委任・準委任は業務を処理する契約です。委

任と準委任との違いは法律行為の有無です。 

業務委託では会社に指示命令権はありません。

請負であれば納期までに完成品を納品する、委任

であれば業務を正確に処理すれば良く、仕事の進

め方に会社が口を挟む余地はありません。 

高度な専門性が必要な業務を教育なしに遂行で

きるのが業務委託の特徴です。 

 まとめ   

正社員以外のパートタイマーや有期雇用契約社

員を活用している会社は多くあります。その理由

の多くは賃金コストの削減であったり、景気動向

に合わせる需給調整機能であったりします。もち

ろん、これらの理由は企業経営に重要です。否定

されるものではありません。 

一方で日本社会は少子高齢化による労働力の減

少が進行中です。技術革新やグローバル化、異業

種からの進出が広がる中で事業環境も激しく変化

しています。事業環境の変化に適合するためには

人材活用の選択肢を、業務委託を含めた形態にま

で広げることも一策です。そのためには人材活用

の多様化にマッチしたマネジメントやルールの整

備が必要になります。


